
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

目 次 

 

第１章 経営戦略の策定趣旨と位置づけ ........................................................ 1 

１．経営戦略の策定趣旨 ............................................................................................................. 1 

２．計画期間 .............................................................................................................................. 1 

第２章 水道事業の現状と課題 ................................................................... 2 

１．事業の概要 ........................................................................................................................... 2 

（１）事業の現況 ............................................................................................ 2 

（２）これまでの主な経営健全化の取組 ................................................................ 4 

（３）経営比較分析表を用いた現状分析 ................................................................ 5 

２．将来の事業環境 .................................................................................................................. 10 

（１）給水人口の予測 ..................................................................................... 10 

（２）有収水量の予測 ..................................................................................... 10 

（３）料⾦収⼊の⾒通し .................................................................................. 11 

（４）施設の⾒通し ........................................................................................ 12 

（５）利益と資⾦残⾼の⾒通し ......................................................................... 13 

（６）組織の⾒通し ........................................................................................ 14 

第３章 経営の基本理念と基本⽅針 ........................................................... 15 

１．基本理念 ............................................................................................................................ 15 

２．基本⽅針 ............................................................................................................................ 15 

第４章 水道事業の効率化・健全化への取り組み .......................................... 16 

１．投資・財政計画 .................................................................................................................. 16 

（１）投資・財政計画（収支計画） ................................................................... 16 

（２）投資・財政計画の策定に当たっての説明 ..................................................... 17 

（３）投資・財政計画の策定による将来の⾒通し .................................................. 18 

（４）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 .......... 19 

第 5 章 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 ....................................... 20 

 

 

 



第１章 経営戦略の策定趣旨と位置づけ 

1 

 

第１章 経営戦略の策定趣旨と位置づけ 

１．経営戦略の策定趣旨 

  本町の水道事業は、町⺠の重要なライフラインとして、安全かつ安心な水を供給するこ
とに努めてきました。しかしながら、近年の人口減少、節水機器の普及や節水意識の⾼ま
り等、水需要の減少による料⾦収⼊の減収、⽼朽化施設の更新需要の増加など、経営環境
はより⼀層厳しい状況が⾒込まれています。 

今後も安定的に料⾦収⼊を確保しながら、水道施設や管路を計画的に更新していくた
めには、組織や事務事業の効率化、施設管理の⾒直し等の経営基盤強化のための取り組
みを⼀層推進することが必要となっています。 
こうした状況を踏まえて、公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくため

の中⻑期的な経営の基本計画として、令和 2 年 3 月に「経営戦略」を策定しました。当計
画の策定から 5 年が経過し、事業を取り巻く環境の変化へ対応するとともに、「水道ビジョ
ン」に掲げている基本理念「安全で、安心して生活できるまちづくり」の実現に向けて、将来
の経営計画の⾒直しのため、「経営戦略」を改定します。また、この経営戦略を⼗分に活用
し、水道事業を持続可能な事業とできるよう、計画策定後のモニタリングを⾏っていき
ます。 

 
 

２．計画期間  

2026（令和 8）年度から 2035（令和 17）年度までの 10 年間 

 

「経営戦略策定ガイドライン（総務省）」における「中⻑期的な視点から経営基盤の強

化等に取り組むことができるように、計画期間は 10 年以上を基本とする」という考え⽅

を踏まえ、⻑期的な安定を⾒据えた中で 2026（令和 8）年度から 2035（令和 17）年度

までの 10 年間を本計画の計画期間とします。
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第２章 水道事業の現状と課題 

１．事業の概要  

（１）事業の現況 

 
➀給水の状況 

供 ⽤ 開 始 年 ⽉ ⽇ 昭和 39 年 10 ⽉ 1 ⽇ 

地方公営企業法の適⽤（全部・財務） 
管 理 者 の 有 無 

全部適⽤（管理者非設置） 

計 画 給 水 人 口 9,900 人 

現 在 給 水 人 口 8,408 人 

年 間 総 配 水 量 1,387.91 千㎥ 

年 間 総 有 収 水 量 1,166.26 千㎥ 

（令和 6 年度末現在） 

 

②施設の状況 

水 源 地下水 

施 設 数 浄水場設置数 0 配水池設置数 2 

施 設 数 5,680 ㎥／⽇（事業認可による１⽇最⼤給水量） 

施 設 利 ⽤ 率 16.71％ 

管 路 延 ⻑ 93.65 千 m 

（令和 6 年度末現在） 
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③料⾦体系 
                                （消費税 10％込） 

1 か月 基本料⾦ 超過料⾦ 
水量 料⾦ 水量 料⾦（１㎥につき） 

10 ㎥まで 1,100 円 11 ㎥以上 88 円 
 

料⾦改定は消費税の税率の改定を除き、平成元年 4 月 1 日以降実施していません。 
 
 
④組織 
 【組織図】 
 
 
 
  
  
令和 7 年度の職員数及び年齢構成等は下記のとおりです。 

 
職員数（人） 平均年齢 

（歳） 事務・技術 検針 その他 合計 損益勘定所属職員 
1   １ １ 22〜29 

 
 職員の年齢構成（歳） 

計 
〜21 22〜29 30〜39 40〜49 50〜59 60〜 

事務・技術  １     １ 
計  １     １ 

 
 
 
 
 
 
 
 

町⻑ 副町⻑ 建設課 上水道係 
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（２）これまでの主な経営健全化の取組 

 
➀上水道施設整備計画の策定 
 アセット・マネジメント計画により、事業計画の⽅針を定め、施設の機械・電気設備、管
路について更新計画及び予防修繕計画を策定し、施設・設備の重要度、経年化による⽼朽
等、更新及び修繕の優先順位を検討しながら、効率的な更新を図ってきました。 
 
②有収率の向上 
 定期的な漏水調査の実施により、漏水箇所や⽼朽管の布設替えを⾏い、有収率の向上を図
っています。 
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（３）経営比較分析表を用いた現状分析 

総務省が公表している「経営比較分析表」は、経営及び施設の状況を表す経営指標を活用
し、⾃団体の経年比較や他水道事業体との比較により、経営の現状及び課題を的確かつ簡明
に把握することが可能となります。 

経営比較分析表の経営指標をもとに、令和 2 年度〜令和 6(2024)年度決算について、重
要な指標を岐⾩県内の近隣４団体 (安⼋町・神⼾町・養⽼町・海津市)と比較しました。 

 

➀経常収⽀⽐率 
算定式︓経常収益÷経常費用×100 
給水収益や⼀般会計繰⼊⾦等の経常的な収益で、経常的な費用がどの程度賄われているか
を示します。 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

図表 2-1 経常収支比率の推移 
 

 経常収支比率は、健全経営の水準とされる 100％を上回っており、類似団体の平均値も上
回る水準にあります。しかしながら、給水収益の減少、物価上昇による動⼒費等の維持管理
費の増加による影響で、比率はわずかに低下傾向にあります。 
  

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

本町 130.27 147.34 123.07 133.1 122.7

類似団体平均値 115.87 110.72 110.55 107.52 105.24

0
20

40
60

80
100

120
140

160

本町 類似団体平均値

(%)
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②料⾦回収率 

算定式︓供給単価÷給水原価×100 
給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄われているかを示します。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図表 2-2 料⾦回収率の推移 
 

料⾦回収率は 100％を上回っているため、給水に係る費用を料⾦収⼊で賄えており、類似
団体平均よりも⾼い水準にあります。しかしながら、給水人口の減少の影響などにより、経
常収支比率と同様に減少傾向にあります。  

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

本町 135.94 157.19 125.4 135.79 126.72

類似団体平均値 106.90 105.90 104.83 104.37 101.92

80

100

120

140

160

180

本町 類似団体平均値

(%)
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③有収率 

算定式︓年間総有収水量÷年間総配水量×100 
施設の稼働がどの程度収益につながっているかを示します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図表 2-3 有収率の推移 

 
直近 5 年間では、類似団体よりも⾼い水準を示していますが、配水した水道水に対して料

⾦収⼊を得られた水量は 85％程度となっています。当比率は 100％により近いことが望ま
しいため、漏水調査等によって有収率の改善に努めていく必要があります。 
 

R02 R03 R04 R05 R06
当該値 86.16 85.04 85.91 86.54 84.03

類似団体平均値 80.01 80.25 78.79 77.63 75.27

65

70

75

80

85

90

当該値 類似団体平均値

(%)



第２章 水道事業の現状と課題 

8 

 

④有形固定資産減価償却率 

算定式︓減価償却累計額÷（償却資産の貸借対照表計上額＋減価償却累計額）×100 
有形固定資産のうち、償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標。資産
の⽼朽化を示します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 2-4 有形固定資産減価償却率の推移 
 

類似団体と比較しても低く、当比率は 50％を下回るため、⽼朽化は進んでいない状況で
すが、施設や管路の更新には多額の費用がかかりますので、耐用年数を踏まえながら計画的
な更新を検討していきます。 
  

R02 R03 R04 R05 R06
当該値 43.61 44.32 45.1 45.3 46.18

類似団体平均値 48.72 60.36 60.62 59.45 52.40

0
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40

50

60

70

当該値 類似団体平均値
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⑤管路更新率 

算定式︓当該年度に更新した管路延⻑÷管路延⻑×100 
当該年度に更新した管路延⻑の割合を表す指標。管路の⽼朽化度合を示します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 2-5 管路更新率の推移 
 

管路更新率は１％前後で推移しており、概ね類似団体平均を上回っているものの、すべて
の管路を更新するためには約 100 年かかることになります。管路の法定耐用年数が 40 年で
あることを踏まえると、計画的に更新を進めていく必要があります。 
  

R02 R03 R04 R05 R06
当該値 1.23 0.94 0.49 1.04 0.07

類似団体平均値 0.63 0.54 0.70 0.43 0.43

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

当該値 類似団体平均値

(%)
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２．将来の事業環境 

（１）給水人口の予測 

本町の水道普及率は約 93.0％で推移していますが、水道の利用者である給水人口は、人
口の減少に伴い直近 5 年間で約 400 人減少しました。この傾向は今後も続くものとみられ
ることから、令和 7 年度以降は、直近 5 年間の人口の減少率を用いて給水人口を試算し、
令和 17 年度末には 8,095 人を⾒込んでいます。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図表 2-6 給水人口の⾒通し 

 

（２）有収水量の予測 

有収水量（配水量のうち料⾦収⼊の対象水量）は、令和 2 年度の 1,181 千㎥から令和 6
年度には 1,166 千㎥とやや減少（▲15 千㎥）しています。町⺠⼀人当たりの利用水量は増
加傾向にあるため、有収水量は直近 5 年間の平均増加率を用いて試算したところ、給水人口
の影響を受けて、令和 7 年度以降の有収水量は少しずつ減少する⾒込みとなりました。 
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図表 2-7 有収水量の⾒通し 

 

（３）料⾦収⼊の⾒通し 

料⾦収⼊は、直近 5 年間では約 100 百万円で推移しています。今後は、給水人口の減少
に伴って有収水量の減少が⾒込まれ、令和 7 年度以降の料⾦収⼊も減収を⾒込んでいます。
有収水量の⾒込みをもとに、現状の料⾦単価を乗じて試算したところ、令和 17 年度末には
98 百万円まで減収となる⾒通しとなりました。 

 
  
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

図表 2-8 使用料収⼊の⾒通し 

 

105 104 104 103 105 100 100 100 100 100 99 99 99 99 98 98 

0

20

40

60

80

100

120

140

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

(百万円) 実績 予測

(年度)

1,181 1,171 1,159 1,147 
1,166 

1,117 1,114 1,117 1,114 1,114 1,107 1,108 1,103 1,100 1,097 1,097 

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

(千㎥) 実績 予測

(年度)



第２章 水道事業の現状と課題 

12 

 

（４）施設の⾒通し 

上水道施設更新計画に基づき、重要度や経年劣化による⽼朽化を考慮して、更新の優先順
位を設定し、第２水源地、中央監視設備、管路の効率的な施設更新を図ります。 

管路更新率は、計画的な管路の更新や耐震管への更新に取り組んでいるため、類似団体平
均（第２章（3）⑤管路更新率）より⾼い比率となっています。今後も、計画的な耐震管へ
の更新を進めるため、令和 8 年度から令和 17 年度の 10 年間で 1,081 百万円の耐震化工事
を計画しています。 

昭和 54 年 3 月竣工と設置年度が古い第１水源地は⽼朽化が進んでいることから、機械・
電気設備については、定期的な点検整備、修繕によって延命化を図ります。 

平成 16 年 3 月竣工の第２水源地は、前回の設備更新から 21 年経過しており、更新の目
安が到来した設備については適時に更新工事を実施できるように、計画期間 10 年間で 89
百万円の建設改良費を⾒込んでいます。 

中央監視装置については令和 11 年度に UPS（無停電電源装置）の更新を 2.5 百万円⾒込
んでいます。 

今後の建設改良費の⾒通しは図表 2-9 のとおりです。令和 8 年度以降の各年度の建設改
良費は、直近 5 年間の実績を上回る⾦額となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-9 建設改良費の⾒通し 
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（５）利益と資⾦残⾼の⾒通し 

（３）料⾦収⼊の⾒通し及び（４）施設の⾒通しによる予測をもとに当年度純利益及び資
⾦残⾼について検討しました。 

料⾦収⼊の減少に伴い、当年度純利益は徐々に減少していき、令和 15 年度には▲708 千
円と赤字へ転じ、令和 16 年度以降は赤字が継続する試算となりました。 

また、資⾦残⾼については、建設改良費の増加（図表 2-9 を参照）に伴い、資⾦残⾼は減
少、令和 11 年度には資⾦が枯渇し、事業資⾦が不⾜する⾒込みとなりました。 

このような状況では、事業の継続ができないことから、令和 8 年度に料⾦改定を実施し、
必要な更新投資が継続できるように、当年度純利益及び資⾦残⾼の確保を⾏っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-10 料⾦収⼊、利益及び資⾦残⾼の⾒通し 
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（６）組織の⾒通し 

水道事業は、町⺠の重要なライフラインであり、安心な水を安定供給する必要がありま
す。現状輪之内町では損益勘定所属職員が 1 名のみですが、水道設備の維持管理に加えて、
⽼朽化に伴う施設・管路の更新等にも対応できるように職員の適切な配置を検討していきま
す。 
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第３章 経営の基本理念と基本⽅針 

１．基本理念 

水道ビジョンにおいて「安全で、安心して生活できるまちづくり」を基本理念とし、
目指すべき⽅向性として「安全」「強靭」「持続」を掲げています。 

 

２．基本⽅針 

 
1.「安全」…水道水の安全の確保 
  水道水源の水質保全、適切な浄水処理、管路内の水質保持に努め、いつでもどこでも

おいしい水を供給する。 
  維持管理における監視体制を徹底し、監視強化を図る。 
2.「強靭」…確実な水道の確保 
  地震等の災害時においても水道施設の健全度が低下しないよう、施設の耐震化を図

る。⽼朽施設、機器及び管路については、施設の重要度により更新の優先順位を決め、
有効な更新を図る。 

3.「持続」…供給体制の持続性の確保 
  人口減少傾向に伴う料⾦収⼊の減少においても健全かつ安定した事業運営が可能な水

道施設の構築を目標とし、水道施設の必要性、健全な水道施設の在り⽅を住⺠にご理解
いただき、合理的な施設規模の検討と水道料⾦の設定を検討する。 
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第４章 水道事業の効率化・健全化への取り組み 

１．投資・財政計画 

（１）投資・財政計画（収支計画） 

将来推計に当たっては以下の前提をおいて推計しています。 
 

収益的収⽀ 
収支項目 推計の主な前提 

収
入 

料⾦収入 
有収水量の予測に供給単価を乗じて推計 
令和 8 年 3 期分より従量料⾦を 30％改定 

他会計繰入⾦ 
基準内︓令和６年度における繰出基準に基づき推計 
基準外︓収入ゼロとして推計 

⻑期前受⾦戻入 過去の投資状況及び今後の投資計画を踏まえ、個別に推計 
その他 直近５年平均値 

支
出 

職員給与費 令和 6 年度の実績を計画期間においても据置 
経費 過年度の実績に物価上昇率 2％を⾒込んで推計 
減価償却費 過去の投資状況及び今後の投資計画を踏まえ、個別に推計 
支払利息 新規企業債の支払利息 2.5％により推計 
その他 過年度の実績を踏まえ算定 

 
資本的収⽀ 

収支項目 推計の主な前提 

収
入 

他会計繰入⾦ 過去 5 年収入ゼロのため、収入ゼロとして集計 

⼯事負担⾦ 
建設改良費に対する⼯事負担⾦の割合の直近 5 年平均値を建設改
良費に乗じて推計 

企業債 資⾦不⾜が起きないように起債を予定 
その他 過年度の実績を踏まえ算定 

支
出 

建設改良費 過去の投資状況及び今後の計画内容を踏まえ、個別に推計 
企業債償還⾦ 企業債の元利償還⾒込みから個別に推計 
その他 過年度の実績を踏まえ算定 
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（２）投資・財政計画の策定に当たっての説明 

➀収支計画のうち投資についての説明 

 

目標 
・有 収 率︓令和 17 年度 87.1％以上 
・管路更新率︓令和 17 年度 2.5％以上 

 
配水量に対する有収水量の割合である有収率について令和 6 年度実績 84.0%のところ、

漏水等の対策で無駄のない配水を⾏うことにより 87.1%以上を目指します。 
⽼朽化した管路について、計画的に更新を⾏い、令和 6 年度実績 0.07%から、令和 17

年度には 2.5％以上を目指します。 
 

②収支計画の財源についての説明 
 

目標 
・経常収支比率︓令和 17 年度 102％以上 
・料 ⾦ 回 収 率︓令和 17 年度 101％以上 

 
今後は主に第２水源地、中央監視設備及び管路の更新を予定しており、計画的に財源を貯

めていく必要があります。また、物価の上昇等により経費も増加傾向にあることから料⾦収
⼊を確保していくことも必要です。しかしながら、第２章の 2.(3)料⾦収⼊の⾒通しで示す
ように、料⾦収⼊は減少し、維持管理費は増加するため、当年度純利益は赤字に、資⾦も枯
渇する⾒込みとなりました。 

そのため、投資・財政計画では、投資及び財源目標を達成できるように、令和 8 年度 3
期分から従量料⾦ 30％の改定、料⾦改定率では 17％の改定を反映しています。 

当該料⾦改定により、料⾦収⼊の増加を図り、令和 17 年度に経常収支比率 102％以上、
及び料⾦回収率 101％以上の達成を目指します。 

なお、建設改良費の増加に伴い、世代間の公平性の観点を踏まえた財源を確保するため、
企業債も活用し、事業の運転資⾦を維持していきます。 
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③収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

概ね過去 5 年間の平均値に物価上昇率 2％を⾒込んで推計しています。経費については、
光熱費の⾼騰で動⼒費等が年々増加傾向にあります。また、⽼朽化による施設や管路の修繕
費も少しずつ増えてくるため、経費の削減に努めるとともに、料⾦改定を⾏い、維持管理費
を賄うだけの収⼊を確保します。 

 

（３）投資・財政計画の策定による将来の⾒通し 

令和 8 年度 3 期分より料⾦改定を⾏うことにより、料⾦収⼊は約 1.15 億円で推移し、当
年度利益の残⾼についても、計画期間の 10 年間は⿊字で運営することが可能となります。 

また、資⾦残⾼については料⾦改定を⾏ったことに加え、令和 11 年度より建設改良費に
対して企業債を発⾏し、事業費の財源構成の⾒直しを⾏います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-1 料⾦改定後の料⾦収⼊、利益及び資⾦残⾼の⾒通し 
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（４）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討
予定の取組の概要 

 

➀料⾦改定についての検討状況 
今回の計画期間では、令和 8 年度 3 期分より従量料⾦ 30％の改定を⾏い、改定率

17％の料⾦改定を反映しています。しかしながら、第４章(3)の表 2-6 のグラフで示し
ているように、計画期間内では⿊字で運営することが可能となっているものの、利益額
は減少が続き、令和 17 年度は 1 百万円まで減少する試算となりました。今後は当該経営
戦略の進捗管理（モニタリング）を適宜実施し（第５章参照）、必要に応じて料⾦改定に
ついても検討をしていきます。 

 
②費用の⾒直しについての検討状況 

経費の削減策として、薬品の共同調達による発注コスト削減を県主導で検討を⾏って
います。その他、本町の経費削減につながる広域化・共同化の取組については、今後も
検討を⾏っていきます。 

 

③財源についての検討状況等 
令和 8 年度 3 期分の料⾦改定の後、料⾦収⼊の状況をモニタリングしながら、少なく

とも 5 年に 1 回は、料⾦改定の必要性を検討していきます。 
また、企業債についても、料⾦収⼊を財源として返済するため、将来に過大な負担を

残さないように、建設改良費の進捗状況や資⾦残⾼を推計しながら、必要に応じて企業
債の新規発⾏を⾏います。 

⼀般会計繰⼊⾦については、料⾦収⼊を得られない消⽕栓の維持管理費等は⾒込むも
のの、料⾦収⼊で負担すべき経費に対して⼀般会計繰⼊⾦は引き続き受け⼊れない⽅針
としています。 
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•事業の実施•進捗状況の検証・評価

•経営戦略の策定•方策の⾒直し・改善

Action
【改善】

Plan
【計画】

Do
【実施】

Check
【評価】

第 5 章 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 
経営戦略の推進のためには、毎年度進捗管理（モニタリング）を⾏い、3〜5 年毎の⾒

直しによる定期的な水需要の予測、更新需要等の動向調査を⾏います。その結果に基づ
き、事業内容の確認、修正を⾏い、経営戦略の⾒直しを図っていきます。 
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投資・財政計画(収⽀計画) 
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